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火砕流
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融雪型火山泥流

溶岩流

土石流

火山ガス

気象庁提供気象庁HPより

噴石

火山防災協議会にお
いて、避難計画や警
戒避難体制を検討

火山周辺だけでなく広範囲に影響を及ぼす現象

気象庁HPより

火山周辺地域に影響を及ぼす現象

火山防災協議会だけ
でなく、その範囲外
も含め、広域で対策
の検討が必要。

噴火に伴う主な火山現象
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１．目的

２．概要

火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指
針を策定し、警戒避難体制の整備を図り、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別の措置を講ずるとともに、火山調査研究推進本部を設置
すること等により、活動火山対策の強化を図り、もつて当該地域における住民、登山者その他の者の生命及び身体の安全並びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営の
安定を図ることを目的とする。

○ 自治体による登山者等の情報把握のための情報提供の容易化、

登山者の安全確保に関する努力義務（第11条）

○ 情報伝達における情報通信技術の活用（第12条）

○ 治山・治水事業の推進（第27条）

○ 人の健康等に及ぼす影響の調査・研究の推進（第29条）

火山災害警戒地域の指定（第３条）
警戒避難体制の整備を特に推進すべき地域を内閣総理大臣が指定

都道府県・市町村は、火山防災協議会を設置（義務）

都道府県・市町村
地方整備局等
（砂防部局）

気象台

自衛隊火山専門家
※その他、環境事務所、森林管理局、
交通・通信事業者等
集客施設や山小屋の管理者も可

観光関係団体 等

火山防災協議会（第４条）

必須構成員 必要に応じて追加

国による活動火山対策の推進に関する基本指針の策定（第２条）

・・・関係者が一体となり、専門的知見も取り入れながら検討

協議事項

【都道府県】（第５条）
１．火山現象の発生・推移に関
する情報の収集・伝達、予警報
の発令・伝達（都道府県内）

２．右の２．３を定める際の基準

３．避難・救助に関する広域調整

        等

【市町村】（第６条）
１．火山現象の発生・推移に関する情
報の収集・伝達、予警報の発令・伝達
（市町村内）

２．立退きの準備等避難について市町
村長が行う通報等（噴火警戒レベル）
３．避難場所・避難経路
４．集客施設・要配慮者利用施設の
名称・所在地
５．避難訓練・救助 等

【協議会の意見聴取を経て、地域防災計画に記載（義務）】

噴火警戒レベルの設定、これに沿った避難体制の構築など、一連の警戒避難体制について協議

噴火シナリオ
※噴火に伴う現象と及ぼす影響の推移
を時系列に整理したもの

火山ハザードマップ
※噴火に伴う現象が及ぼす範囲を地
図上に示したもの

噴火警戒レベル

※噴火活動の段階に応じた
     入山規制、避難等

避難計画

※避難場所、避難経路、
     避難手段等を示したもの

【火山防災マップの例（桜島）】

【市町村長の周知義務】（第７条）
火山防災マップの配
布等により、避難場
所等、円滑な警戒避
難の確保に必要な事
項を周知

警察 消防

【避難確保計画の作成義務】（第８条）
集客施設（ロープウェイ駅、ホテル等）
や要配慮者利用施設の管理者等による
計画作成・訓練実施
避難確保計画作成等に関する市町村長
による援助、協議会による助言

火山調査研究推進本部の設置（第31条～第36条）

【本部でつかさどる事務】

①観測、測量、調査及び研究の推進について総合的 かつ基本的な施策を立案

②関係行政機関の火山に関する調査研究予算等の事務の調整

③総合的な調査観測計画を策定

④関係行政機関、大学等の調査結果等を収集、整理、分析し、総合的な評価を実施

⑤総合的な評価に基づく広報

研究観測体制の整備、研究機関相互の連携の強化、火山
専門家の育成及び継続的な確保（第30条）
・火山に関し専門的な知識・技術を習得 させるための教育の充実

・人材の育成及び継続的な確保に努める

火山防災の日の制定（第37条）

・国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めること

を目的に８月26日を火山防災の日に制定

・火山防災の日には、防災訓練等その趣旨にふさわしい行事の実

施に努める

降灰除去事業の実施（第22条）
＜市町村＞ ※道路、下水道、都市排水路、公園、宅地

降灰防除事業の実施（第24条～第26条）

降灰防除地域の指定（第23条）

避難施設緊急整備地域の指定（第13条）

避難施設緊急整備計画の

作成（第14条）

＜都道府県知事＞

防災営農施設整備計画等

の作成（第19条）

＜都道府県知事＞

活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61号）の概要
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大規模噴火による降灰の例
■ 1707年富士山宝永噴火

・16日間にわたり降灰が継続し、総噴出量約17億m3の火山灰が堆積

宝永噴火の降灰分布
富士山ハザードマップ検討委員会中間報告(2004)より抜粋

16日間

宝永噴火の噴出率の推移（宮地・小山2002）
噴出率：１時間あたりの噴出量

※総噴出量は噴出物の見かけ体積で表示した。

大規模噴火による降灰の例大規模噴火による降灰の例
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降灰によって生じる主な影響の一覧

鉄道
微量の降灰で地上路線の運行が停止。
大部分が地下の路線でも、需要増加や車両・作業員の不足等により運行停止や輸送量の低下が発生。

道路
乾燥時10cm以上、降雨時3cm以上の降灰で二輪駆動車が通行不能。当該値未満でも、視界不良に
よる安全通行困難及び、道路上の火山灰や鉄道停止に伴う交通量増等による速度低下や渋滞が発生。

航空
降灰が0.4mm以上になると滑走路等の除灰が検討され、2mm以上になると除灰が必要とされ、除灰作
業が行われるまでの間、滑走路が利用不可。
大気中に火山灰が存在する空域では、航空機は迂回等の措置が必要。

物資
⼀時滞留者や⼈⼝の多い地域では、少量の降灰でも、買い占め等による⾷料及び飲料⽔等の売り切れ
が生じる。交通⽀障が生じると、物資の配送や店舗の営業困難等により生活物資が入手困難となる。

電力
降雨時3mm以上の降灰で碍子（がいし：電線等を⽀える器具）の絶縁低下による停電が発生。
数cm以上の降灰で火力発電所の吸気フィルタの交換頻度の増加等による発電量の低下。電力供給量
の低下が著しく、需要の抑制や電力融通等の対応でも必要な供給力が確保できない場合は、停電に至る。

通信
噴火直後には利用者増による電話の輻輳が発生。降雨時に、火山灰が基地局等の通信アンテナに付着
すると、通信を阻害。停電エリアの基地局等で⾮常用発電設備の燃料切れが生じると、通信障害が発生。

上⽔道
原⽔の⽔質が悪化し、浄⽔施設の処理能力を超えることで、⽔道⽔が飲用に適さなくなる又は断⽔となる。
停電エリアでは、浄⽔場及び配⽔施設等が運転停止し、断⽔が発生。

下⽔道
降雨時、下⽔管理（雨⽔）の閉塞により、閉塞上流から雨⽔があふれる。停電エリアの処理施設・ポンプ
で⾮常用発電設備の燃料切れが生じると下⽔道の使用が制限される。

建物
降雨時30cm以上の堆積厚で木造家屋が火山灰の重みにより倒壊するものが発生。
体育館等の大スパン・緩勾配屋根の大型建物は、積雪荷重を超えると損壊するものが発生。
5cm以上の堆積厚で、空調設備の室外機に不具合が生じる。

健康
被害

⽬・⿐・のど・気管⽀等に異常を生じることがある。
呼吸器疾患や⼼疾患のある⼈々は症状が増悪する等の影響を受ける可能性が⾼い。
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広域に降り積もる火山灰への対策

富士山は過去にも噴火を繰り返してきており、大規模噴火が発生した場合、首都圏を含む広域に火山灰が降り積もり、

国民生活や社会経済活動に大きな影響を及ぼすことが懸念される。

令和２年４月に「大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ」から示された、火山灰の影響等に基づき、

富士山で大規模噴火が発生した場合の首都圏をモデルケースとして、令和６年７月から「首都圏における広域降灰対

策検討会」を開催し、広域に降り積もる火山灰への対策について検討してきた。

その検討成果を踏まえ、広域に降り積もる火山灰への対策の基本方針、及び、国、関係機関、地方公共団体等が連

携した具体的な対策の検討を進めるに当たっての考え方や留意点について、令和７年３月に「首都圏における広域降

灰対策ガイドライン」として取りまとめた。

＜各分野における火山灰の影響・被害＞＜火山灰量に応じた影響＞
鉄 道 微量の火山灰で地上路線の運行が停止。

道 路 乾燥時10cm以上、降雨時3cm以上の火山灰で二輪駆動車が通行不能。

航 空 火山灰が存在する空域では、航空機は迂回等の措置が必要。

物 資 交通⽀障が生じると、物資の配送や生活物資入手困難。

電 力 降雨時3mm以上の火山灰で碍子（がいし：電線等を⽀える器具）の絶縁低下による停電。

通 信 降雨時の火山灰付着等により通信を阻害。停電による通信障害。

上下⽔道原⽔の⽔質悪化。降雨時、下⽔管の閉塞により雨⽔があふれる。停電による使用制限。

建 物
降雨時30cm以上の火山灰量で木造家屋に火山灰の重みにより倒壊するものが発生。

体育館等の大スパン・緩勾配屋根の大型建物は、積雪荷重を超えると損壊するものが発生。

・火山灰の特徴 ：緊急的・直接的な命の危険性は低い

・首都圏の⼈⼝ ：⼈⼝が⾮常に多い

・予測の不確実性：噴火前から社会活動を著しく制限することは現実的ではない

を踏まえつつ、広域に降り積もる火山灰への対策について検討。
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○ 今回の検討では富士山の宝永規模の噴火（広域降灰WGで示されたケース２（西南西風卓越：影響が大きくなる風向）をモデル
ケースとしており、代表的な地点の降灰量の時系列は以下の通り。

○ 火山灰は、時間の経過とともに徐々に堆積していくため、各地点で見た場合、被害の様相は基本的に、被害度合が
下位の様相を経て到達する場合が多い。

（参考）今回モデルケースとしている降灰分布の想定

7

※この想定は、あくまで検討のために富士山の過去の噴火の規模を想定した⼀例であり、将来の富士山
噴火の状況を示したものではない。実際の噴火時には、風向、噴火の規模及び継続時間等により、
降灰の状況は変わることを理解しておくことが重要である。
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（参考）今回モデルケースとしている降灰分布（時系列）

成田市付近

市原市付近

新宿区付近

東京湾海上

三鷹市付近

横浜市付近

相模原市付近

秦野市付近

山北町丹沢湖付近

御殿場市付近
小田原市付近

凡例

降灰範囲の主な地域

降灰量

微量以上

3mm以上

3cm以上

30cm以上

※この想定はあくまで検討のための⼀例であり、将来の富士山噴火の状況を示したものではないことに留意が必要

３時間後
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（参考）今回モデルケースとしている降灰分布（時系列）

成田市付近

市原市付近

新宿区付近

東京湾海上

三鷹市付近

横浜市付近

相模原市付近

秦野市付近

山北町丹沢湖付近

御殿場市付近
小田原市付近

凡例

降灰範囲の主な地域

降灰量

微量以上

3mm以上

3cm以上

30cm以上

６時間後

※この想定はあくまで検討のための⼀例であり、将来の富士山噴火の状況を示したものではないことに留意が必要 9



（参考）今回モデルケースとしている降灰分布（時系列）

成田市付近

市原市付近

新宿区付近

東京湾海上

三鷹市付近

横浜市付近

相模原市付近

秦野市付近

山北町丹沢湖付近

御殿場市付近
小田原市付近

凡例

降灰範囲の主な地域

降灰量

微量以上

3mm以上

3cm以上

30cm以上

１日⽬

※この想定はあくまで検討のための⼀例であり、将来の富士山噴火の状況を示したものではないことに留意が必要 10



（参考）今回モデルケースとしている降灰分布（時系列）

成田市付近

市原市付近

新宿区付近

東京湾海上

三鷹市付近

横浜市付近

相模原市付近

秦野市付近

山北町丹沢湖付近

御殿場市付近
小田原市付近

凡例

降灰範囲の主な地域

降灰量

微量以上

3mm以上

3cm以上

30cm以上

15日⽬（最終）

※この想定はあくまで検討のための⼀例であり、将来の富士山噴火の状況を示したものではないことに留意が必要 11



導電性がある
（他災害と相違）

火山灰は湿ると火山ガス成分や塩基類

によって導電性を持つことがあり、閃絡等

による停電などが起きることがある。

火山灰を用いた
碍子の
閃絡実験

砂塵に比べて融点が低い
（他災害と相違）

航空機のエンジンに火山灰が入ると、溶

融した後に冷えてタービンブレード等に付

着してしまうため、飛行中のエンジン停止

など異常の原因となる。

再移動する
（雪害と類似）

乾燥状態の場合、風や⼈の活動により

地面に積もった火山灰が、再度巻き上

げられて、視界を遮る原因となる。

雨により固まる
（土砂災害等と類似）

火山灰は湿ると堆積した場所にこびりつ

いたり、乾燥後に固まったりする。細粒の

火山灰ほど流されずにこびりつきやすい。

除去しない限り無くならない
（地震災害・土砂災害等と類似）

時間が経過しても溶けたり無くなったりし

ないため、除去作業を行う必要がある。

風下へ運ばれる
（他災害と相違）

風の影響を強く受け、被害は噴火⼝から

風下で発生。

徐々に積もる
（雪害と類似）

徐々に積もるため、短時間で被害が発

生するわけではなく、時間経過により

徐々に堆積し被害が発生する。

触れても危険性は低い
（雪害と類似）

触れても命に危険があるわけではない。

ただし、火山灰が⽬・⿐・喉・気管・肺な

どを刺激し、健康被害が起きる場合あり。

【出典】広域降灰WG報告 参考資料１「火山灰の特徴について」をもとに作成

降灰（火山灰）の特徴

○ 降灰（火山灰）の主な特徴を下図のように整理した。火山灰は徐々に降り積もり、触れても危険性は低いことから、
地震災害や洪⽔災害と比べ、緊急的・直接的な命の危険性は低い。

○ ⼀方、除去しない限り無くならないことから、物資輸送やライフラインに長期間影響が出る可能性があり、また、風によ
る再移動や雨により固まる等の性質があることから、適切な除灰が必要である。
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首都圏の人口規模等

○ 東京都・神奈川県の⼈⼝の合計は、約2,300万⼈である。⼀方、１都８県の指定避難所の収容⼈数は、約990
万⼈である。

指定避難所の収容⼈数
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火山噴火の予測

噴出された降灰の予測

【出典】広域降灰WG報告別添資料4

〇風の予測は、時間が先になるほど予測の誤差が大きくなり、
降灰予測に大きく影響を与える。

〇特に風向が変化すると降灰の影響域が大きく変化する。

西南西風卓越
（15日⽬の降灰量）

風向の変化が大きい南よりの風
（15日⽬の降灰量）

〇噴火前の段階で、火山噴火の規模、様式、タイミング等の具体的な予測は困難
※広域降灰に関する対応のトリガーとなる大規模噴火発生の情報：

「広域降灰を生じうる噴火」の判断基準は、噴火後に「噴火の規模」と「噴火の継続」で行う。

〇噴火後も、噴火の継続時間等の推移の予測は困難
※推移が予測できないので、現在の噴火と同規模の噴火が⼀定期間継続した場合などの仮定を置く必要がある。
※噴火継続せずに終了して予測よりも降灰が少なくなる可能性がある⼀方で、噴火が長時間継続してより広範囲・多量の降灰が生じる可能性もある。

予測の不確実性

○ 噴火前の段階で、噴火の規模、様式、タイミング及び継続時間等の推移を具体的に予測することは、現在の火山噴火の予測技術で
は困難である。また、風向・風速等により降灰の影響域は大きく変化する。

○ 現在の降灰の予測技術では、噴火発生後30～40分で⼀定の判断基準をもとに「広域降灰を生じ得る噴火であること」の情報提供
が可能である。また、噴煙⾼さや噴火の継続時間について⼀定の仮定を置く等により、降灰分布の見通しについての情報提供が可能
である。

○ 迅速な対応をとるためには予測は重要であるが、（降灰の特徴も踏まえると）不確実性のある予測値のみをもって住民の行動や社会
活動を著しく制限することは現実的ではない。降灰量の実測値と予測値とを組み合わせて、降灰時における各種対策の判断材料とす
ることが現実的と考えられる。
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広域に降り積もる火山灰への対策

○ できる限り火山灰の影響域内に留まって自宅等で生活を継続することが基本。

ただし、状況によっては直ちに命の危険がある場合＊1も想定され、避難等の行動をとる必要がある。

・生活を継続するため、日頃からの十分な備蓄等が重要

・ライフライン等の復旧や物資輸送を確保

○ 実測の火山灰量のみならず火山灰がどのように降り積もるかの予測も活用することで、早めの対応が可能。

○ 火山灰の処理は、仮置場の確保が重要。最終的には様々な手段で処理。

１．住民の安全確保
・できる限り火山灰の影響域内に留まって自宅等で生活を継続。家屋倒壊な
ど命の危険がある場合は避難等の行動。

・日頃から十分に備蓄しておくことが極めて重要。

２．広域に降り積もる火山灰の予測・状況把握＊2

・「対応のトリガーとなる情報」 を提供する必要。

・被害の様相の閾値である、30cm以上、3cm以上、微量以上、との対応が
分かるような「火山灰の見通しを伝える情報」を提供することが望ましい。

・国及び地方公共団体が連携し、各地の火山灰量を測定。

３．情報の発信・周知啓発
・火山灰の降り積もる状況に応じた適切な情報発信を実施。

・平時から火山灰から身を守るための対策、備蓄等の周知啓発を実施。

４．輸送・移動手段
・各地域の実情に応じて、優先度の⾼い拠点を検討し、
⼈員・資機材を集中することで、速やかに応急対応に必要な経路を確保。

・平時から⼈員や資機材の確保、対応訓練を実施。

広域に降り積もる火山灰への対策の基本方針

対策の考え方・留意点

５．物資供給
・自宅等での生活継続のため、⾷料、衛生用品及び燃料等の物資供給
体制を構築。

・防塵マスク・ゴーグルなどの火山灰対策用品の供給。

６．ライフライン
・自宅等での生活継続のため、電力、⽔道及び通信等のライフラインの迅速
な復旧に努める。

・事業者は、施設の保護・点検及び交換用品の備蓄等、平時からの対策。

７．火山灰の処理
・火山灰が堆積した場所に応じて、施設管理者（宅地から排出された火山
灰は市町村）等がそれぞれ処分を実施。

・仮置場候補地を事前に選定しておくことが望ましく、国や地方公共団体等
が連携し、様々な手段を組み合わせて処理。

・屋外での応急・復旧作業時には、屋外作業員の健康管理についても配慮。

※ ガイドラインについては、具体的な地域における対策の検討や、その他の課題の検討の進捗、新しい知見の蓄積等に応じて、更なる充実化を図る。

＊1 ・火山灰量が30cm以上ある地域の木造家屋
 ・土石流の危険がある地域

 ・要配慮者のうち自助・共助による生活が

継続できず直ちに生命に危険が及ぶ⼈ 等

＊2 今後、気象庁が予測情報を改善予定。
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広域に降り積もる火山灰への対策

防災対策検討の
ための区分

事項
ステージ４ ステージ３ ステージ２ ステージ１

被害の様相
火山灰量等

火山灰量30cm以上
土石流が想定される範囲

火山灰量３～30cm
被害が比較的大きい

火山灰量３～30cm
被害が比較的小さい

火山灰量微量～３cm

建物倒壊 木造家屋倒壊の可能性（降雨時） 体育館等の大スパンの大型建物は損壊の可能性 ー

輸送・移動、物資・
ライフライン供給

道路通行・物資供給困難
ライフライン影響大（長期化）

道路通行・物資供給困難＊１

ライフライン影響小
鉄道・航空機等運行停止

物資供給⽀障

住民等の＊２

基本的な行動
原則避難 自宅等で生活を継続

(状況に応じ生活可能な地域へ移動)
自宅等で生活を継続 自宅等で生活を継続

噴火直後は、自宅や堅牢な建物に退避 ー ー ー

通院による⼈工透析や介護
サービスが必要な⼈等＊３ 原則避難 原則避難 自宅等で生活を継続

(状況に応じ医療の対応可能な地域へ移動)
自宅等で生活を継続

輸送・移動手段
及び物資供給

要救助者等がいる場合、
避難・救助を最優先に確保

ライフライン復旧及び物資供給を
最優先に確保

ライフライン復旧・維持を
最優先に確保

除灰等の準備・
影響ある分野は除灰開始

ライフライン分野の
対応

（域外に避難した地域は、
優先順位低）

障害が長期化・影響が大きい状況か
ら、少しでも早い復旧に取り組む

早期の復旧に取り組み、復旧後
は、ライフラインを維持する

影響は⼀部に留まるため、復旧
及びライフラインの維持に取り組む

＊１：⼀時的に供給困難となることもあるが、応急対応により生活継続が可能な状況。
＊２：火山灰が降る中で視界が低下する等により屋外での行動が危険を伴う場合は、基本的に自宅等の屋内へとどまる。健康被害防止のため、屋外での行動時にはゴーグル及びマス

クの着用等の対策が望ましい。呼吸器疾患等の持病等を持つ⼈は特に留意。
＊３：火山灰に伴う社会活動の低下等により自助・共助による生活が継続できず直ちに生命に危険が及ぶ⼈を想定（例：通院による⼈工透析患者や介護サービスが必要な⼈等）。

 要配慮者のうち、自宅等で生活を継続可能な⼈は、⼀般住民と同様の行動をとる。

火山灰量に応じて、各分野で様々な被害が生じる。火山灰が広域に降り積もった際の被害の様相を、４つの「ステー

ジ」に区分し、対策の考え方や留意点等を整理。

＜ステージに応じた被害の様相と対策の基本的な考え方＞
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⚫ 国及び地方公共団体は、住民に向けて、降り積もる火山灰の現象や備蓄の必要性について普及啓発を実施。

⚫ 住民は、十分な備蓄を実施。

⚫ 国、地方公共団体、関係機関等は、輸送・移動手段、ライフライン、物資供給等の各分野で、資機材や対策用品の準備、
備蓄を実施。

⚫ 国は、火山関係の防災情報を発信。

⚫ 住民は、備蓄品の再確認等を実施。

⚫ 国、地方公共団体、関係機関等は、作業員の確保や資機材の配備、降り積もる火山灰の影響を受ける施設の保護や点検を実施。

⚫ 国は、広域に降り積もる火山灰への対応のトリガーとなる情報や、火山灰の見通しに関する情報を提供。

⚫ 国及び地方公共団体は住民に対する情報発信を実施。

⚫ 住民は、備蓄を活用して自宅等での生活を継続。

⚫ 火山灰に伴う社会活動の低下等により直ちに生命に危険が及ぶ⼈等は、医療の受診が可能な地域へ移動。

⚫ 国、地方公共団体、関係機関等は、道路啓開やライフラインの維持・復旧活動等、自宅等での生活を継続するための
応急活動を実施。長期化した場合、物資供給の対応を実施。

⚫ 地方公共団体は、退避・避難を呼びかけ。

⚫ 住民は、噴火直後は自宅や堅牢な建物へ退避し、その後、域外へ避難。

⚫ 火山灰が降り積もった後、土石流のリスクが⾼まる地域からは避難。

⚫ 国、地方公共団体、関係機関等は、救助・避難ルートの確保を実施。

広域に降り積もる火山灰への対策

＜各主体の対応事項＞

平 時

火山活動活発化（火山灰が降る前）

噴火 ～ 火山灰が降り始めた後

降り積もる火山灰の量が増加（30㎝以上等）
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広域に降り積もる火山灰への対策 ～被害の様相に応じた対応の流れ～
広域降灰の
予測・状況把握

情報の発信・周知啓発
住民の
安全確保

輸送・移動手段 ライフライン 物資供給

・降灰現象等の理解促進
【国・地】

・備蓄についての周知啓発
【国・地】

・備蓄の実施【住】

・火山防災情報の発表【国】
（以降、随時）

・備蓄品の確認等の呼びかけ
【国・地】

・降灰時の行動の周知
【国・地】

・買占め抑制等の呼びかけ
【国・地】 （以降、随時)

・備蓄品の再確認【地・住】

・降灰時に在宅が困難な方は
火山防災情報に留意

【地・住】
・出勤抑制やテレワーク体制
等の確認【事】

・火山付近の防災対応を呼
びかけつつ、広域降灰対応
の呼びかけ 【国・地】
・できる限り域内に留まって
自宅等で生活を継続
・不要不急の外出抑制
・車両の利用自粛
・屋外作業時の留意事
項の周知【国・地】

・自宅等で生活を継続
                    【住】

・備蓄等を活用して自宅等で
生活を継続【住】

・ライフライン施設の復旧ルー
トを最優先に確保

【国・地・事】 ・ライフラインの維持・復旧活
動【事】（以降、随時）

・自宅等で生活を継続するた
めに必要な物資（⽔、⾷
料、 衛生用品等）の供給
準備【国・地】

・長期化・更なる降灰予測
等の状況に応じて生活可
能な地域への移動の呼びか
け【地】

・備蓄等を活用して自宅等で
生活を継続【住】
・状況に応じて生活可能な
地域への移動【住】

・物資供給のための輸送
ルートも優先して確保

【国・地・事】

・必要な物資を供給
【国・地】

（以降、随時）

・堅牢な建物への退避の後、
域外への避難の呼びかけ

【国・地】
・退避、避難に関する情報

【地】

・木造家屋から堅牢な建物
へ退避。その後、域外への
避難【住】
・土石流が想定される地域か
ら避難【住】

・救助等避難ルートを確保
【国・地】【ステージ４】

30㎝以上
（30㎝未満で降灰後土石流
が想定される地域を含む。）

【ステージ３】 
３㎝以上
30㎝未満

（被害が比較的
大きい）

【ステージ２】
３㎝以上
30㎝未満

（被害が比較的
小さい）

降灰の状況

【ステージ１】
降灰開始

火山活動
活発化
（噴火前・
降灰前）

平時

作業員等体制の確保、資機材・燃料等の準備・配備、
降灰の影響を受ける施設の保護・点検【国・地・事】

降灰に伴う社会活動の低下等により直ち
に生命に危険が及ぶ⼈等の移動への対応

【地・事】 (以降、随時)

被害を最小限に留めるための応急活動【国・地・事】

噴火
対応のトリガーとなる
大規模噴火発生の情報

社会経済活動を維持するための対応【国・地・事】

国：関係省庁
地：地方公共団体
事：事業者
住：住民

・降灰量（見通し含む）に
関する住民・関係機関
への周知【国・地】
・被害状況に関する情報
収集・共有【国・地】

（以降、随時）

除
灰
作
業
に
よ
り
被
害
の
状
況
が
改
善
す
る
こ
と
が
あ
る

降
灰
継
続
に
よ
り
降
灰
量
が
増
え
状
況
が
悪
化

広域降灰対策に関する計画の策定、情報収集・提供体制の整備、訓練等の実施【国・地・事・住】

各分野の対応の検討（重要拠点や輸送・移動経路の設定等）
資機材の準備、降灰対策用品の準備・備蓄、

関係機関との協定締結（⼈員・物資輸送、物資拠点の運営、広域⼀時滞在受入れ等）
【国・地・事】

除灰等の準備・開始【国・地・事】（以降、随時）
・広域降灰の見通しに関
する情報の発表【国】

（以降、随時）
・降灰状況の把握・情報
提供（降灰量の測定
等）【国・地】

（以降、随時）

被害状況や復旧見込みに関する情報共有
【国・地・事】（以降、随時）

※対応に時間がかかる場合は⼀段早く対応を開始することも重要。18



富士山噴火に関する普及啓発動画

○ 富士山の大規模噴火が発生した場合、どのような現象が発生し、どのような影響があるのかを理解いただくため、
CGと実際の映像を交えた資料映像を作成しました。

○ 映像を活用して、近年、発災事例がない広域降灰等の大規模噴火について知っていただき、備えるきっかけとして
いただければ幸いです。

建物への影響降灰の様子（都内）

映像資料の概要

降灰の状況や影響

大きな噴石 溶岩流 火砕流

噴火に伴う火山現象

人の移動への影響

詳細は
こちら

「内閣府防災情報 火山防災に関する普及啓発映像資料のページ」
https://www.bousai.go.jp/kazan/eizoshiryo/tozansha_shisetsu.html
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気象庁



歩み続けて150年
防ぐ災害・守る未来

広域に降り積もる火山灰対策に資する火山灰予測情報のあり方（概要）

２．火山灰量に応じた防災対応の呼びかけ改善
➢ 大規模噴火時に、住民や地方公共団体等が広域に降り積もる火山灰対応を迅速に行えるよう、内閣府のガイドラインで示された各ステージの火山灰量の閾値

（30cm以上、3cm以上、微量以上）との対応が分かるように呼びかけや情報改善が必要
⚫ 火山灰による重大な災害が起こるおそれが⾼まったことを伝える火山灰警報※等の導入
⚫ 火山灰量と防災対応を紐づけた階級表の改善
⚫ 大規模噴火に伴って広域に降り積もる火山灰への防災対応のトリガーとするために、火山灰警報等を活用して呼びかけ
⚫ 噴火の推移に応じた火山灰の見通し情報として、1㎜以上の火山灰量もわかるよう火山灰予測情報を改善

➢ 噴火前に防災対応の準備をするための情報が必要
⚫ 噴火警報や記者会見の中で噴火前における火山灰に対する警戒呼びかけを強化

火山灰予測情報の降灰量の改善イメージ

【現状】1㎜以上は同一のカテゴリー（赤色）

【改善後】1㎜以上の火山灰量も分かるよう改善

イメージ

新たに発表する火山灰警報等

1．趣旨
〇 大規模噴火発生時の広域に降り積もる火山灰対策全般について、内閣府の「首都圏にお

ける広域降灰対策ガイドライン」が取りまとめられ、火山灰量等に応じた防災対応や火山灰
の見通し等に関する情報の必要性が示された。

〇 このような背景の下、気象庁において「広域降灰対策に資する降灰予測情報に関する検討
会」（計3回）を開催※し、令和7年4月に火山灰予測情報の改善案を取りまとめた。

内閣府の「首都圏における
広域降灰対策ガイドライン」
（令和７年３月）に基づ
き作成

※内閣府の「首都圏における広域
降灰対策ガイドライン」を踏まえ
た火山灰量の閾値と、検討され
たとるべき対応及び対応する呼
びかけの種別

※累積火山灰量に応じた防災対
応は内閣府の検討会にて示さ
れているものを参考に作成

これら改善によって、大規模噴火時の住民や地方公共団体等における広域に降り積もる火山灰対策を支援
この提言を受け、気象庁において火山灰予測情報の運用に向けた詳細な検討を進める

種別 とるべき対応 累積
火山灰量

影 響 イメージ

⼀段強い
呼びかけ

原則避難※
火山灰により発生する重大な災害に厳重警
戒する。

30cm以上

（30cm～）
降雨時に木造家屋が倒壊するおそれがあ
る。

木造家屋が倒壊する
（降雨時）

警報

自宅等で生活を継続
(状況に応じて生活可能な地域へ移動)※
火山灰により発生する可能性のある大規模な交通
障害やライフライン等の障害に警戒する。

3cm以上
30cm未満

（10cm～）
二輪駆動車が通行不能となるおそれがある。

（3cm～）
降雨時に二輪駆動車が通行不能となるお
それがある。

分厚く積もる

注意報

自宅等で生活を継続※
火山灰による交通やライフライン等への影響
に注意する。

0.1mm以上
3cm未満

（1cm～）
健康な⼈でも呼吸器に異常が起きるおそ
れがある。上⽔道の⽔質悪化や断⽔、下
⽔道の使用制限のおそれがある。

（3mm～）
降雨時に停電が発生するおそれがある。

（0.1mm～）
鉄道が運行停止になるおそれがある。喘息
患者や呼吸器疾患を持つ⼈は症状悪化
のおそれがある。

地面が完全に覆われる

道路の白線が見えにくい

自宅等で生活を継続※
火山灰に留意して通常の生活を行う。

0.1mm
未満

航空機が運航停止になるおそれがある。
⽬に入ったときは痛みを伴う。

うっすら積もる

霧島山（新燃岳）2011年8月31日
噴火 鹿児島県霧島市牧園町

霧島山（新燃岳）2011年1月27日
噴火 宮崎県都城市御池小学校

桜島 2009年4月9日の噴火
鹿児島県鹿児島市錦江町

桜島 2009年10月3日の噴火
鹿児島県鹿児島市桜島島内

※令和７年１月～３月

北海道駒ケ岳1929年6月17日噴火
鹿部町鹿部尋常⾼等小学校

七飯町歴史館蔵

※名称は仮称

防災対策検討の
ための区分

事項
ステージ４ ステージ３ ステージ２ ステージ１

被害の様相
降灰量等

降灰量30cm以上
降灰後土石流が想定される範囲

降灰量３～30cm
被害が比較的大きい

降灰量３～30cm
被害が比較的小さい

降灰量微量～３cm

建物倒壊 木造家屋倒壊の可能性(降雨時) 体育館等の大スパンの大型建物は損壊の可能性 ー

輸送・移動、物資・
ライフライン供給

道路通行・物資供給困難
ライフライン影響大（長期化）

道路通行・物資供給困難

ライフライン影響小
鉄道・航空機等運行停止

物資供給⽀障

住民等の
基本的な行動

原則避難 自宅等で生活を継続
(状況に応じ生活可能な地域へ移動)

自宅等で生活を継続 自宅等で生活を継続

噴火直後は、自宅や堅牢な建物に退
避 ー ー ー

通院による⼈工透
析や介護サービスが
必要な⼈等

原則避難 原則避難
自宅等で生活を継続

(状況に応じ医療の対応可能な地域へ
移動)

自宅等で生活を継続

輸送・移動手段
及び物資供給

要救助者等がいる場合、
避難・救助を最優先に確保

ライフライン復旧及び物資供給を
最優先に確保

ライフライン復旧・維持を
最優先に確保

除灰等の準備・
影響ある分野は除灰開始

ライフライン分野の対応
（域外に避難した地域は、

優先順位低）
障害が長期化・影響が大きい状況から、

少しでも早い復旧に取り組む
早期の復旧に取り組み、復旧後は、

ライフラインを維持する
影響は⼀部に留まるため、復旧
及びライフラインの維持に取り組む
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